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税
務
職
員
採
用
試
験（
高
卒
程
度
）

　
仙
台
国
税
局
で
は
、
国
家
公
務
員「
税

務
職
員
採
用
試
験
」（
高
校
卒
業
程
度
）を

実
施
し
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http//w
w
w
.jinji‐shiken.go.jp/juken.htm

l

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付
期
間
】

　
６
月
22
日（
月
）〜
７
月
１
日（
水
）

【
郵
送
又
は
持
参
の
受
付
期
間
】

　
６
月
22
日（
月
）〜
６
月
24
日（
水
）

一
次
試
験　
９
月
６
日（
日
）

　

 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

☎
０
２
２‐

２
６
３‐

１
１
１
１

　

 

人
事
院
東
北
事
務
所

☎
０
２
２‐

２
２
１‐

２
０
２
２

求
職
者
向
け
職
業
訓
練
生
の
募
集

期
間　
８
月
４
日
〜
平
成
28
年
２
月
２
日

時
間　
９
時
20
分
〜
15
時
40
分

会
場　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
秋
田（
潟
上
市
）

訓
練
科（
定
員
）　
▽
金
属
加
工
科（
15
人
）

▽
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
デ
ザ
イ
ン
科（
18
人
）

▽
電
気・
通
信
施
工
技
術
科（
15
人
）

▽
工
場
管
理
業
務
科（
15
人
）

募
集
期
間　
５
月
25
日
〜
６
月
26
日

受
講
料　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
別
途
）

応
募
資
格　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
申
込

を
さ
れ
て
い
る
方

　

 

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
秋
田

☎
０
１
８‐
８
７
３‐
３
１
７
８

お
知
ら
せ

問

企
業
在
職
者
対
象
の
講
習

【
共
通
事
項
】

場
所　
鷹
巣
技
術
専
門
校 

／ 

定
員　
10
人

受
講
料　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
別
途
）

▽
ワ
ー
ド
初
級
講
習

期
間　
６
月
11
日（
木
）、
12
日（
金
）

時
間　
９
時
20
分
〜
16
時

内
容　
パ
ソ
コ
ン
操
作
の
基
本
と
応
用
、

ワ
ー
ド
に
よ
る
文
字
入
力
と
修
正
な
ど

テ
キ
ス
ト
代　

１
２
９
６
円

申
込
締
切　
６
月
３
日（
水
）

▽
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
初
級
講
習

期
間　
６
月
18
日（
木
）、
19
日（
金
）

時
間　
９
時
20
分
〜
16
時

内
容　
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
基
本
操
作
な
ど

テ
キ
ス
ト
代　

１
２
９
６
円

申
込
締
切　
６
月
８
日（
月
）

▽
ワ
ー
ド
中
級
講
習

期
間　
６
月
29
日（
月
）、
30
日（
火
）

時
間　
９
時
20
分
〜
16
時

内
容　
ワ
ー
ド
に
よ
る
文
書
作
成
、
表
の

作
成
、
長
文
作
成
サ
ポ
ー
ト
機
能
な
ど

テ
キ
ス
ト
代　

１
２
９
６
円

申
込
締
切　
６
月
18
日（
木
）

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
活
用
講
習

期
間　
７
月
９
日（
木
）、
10
日（
金
）

時
間　
９
時
20
分
〜
16
時

内
容　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
検
索
と
閲
覧
、

電
子
メ
ー
ル
の
活
用
法
な
ど

テ
キ
ス
ト
代　
６
０
５
円

申
込
締
切　
６
月
26
日（
金
）

　
　

 

鷹
巣
技
術
専
門
校 

☎
84‐８
３
５
１

北秋田市職員採用試験北秋田市職員採用試験

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

　

計
量
法
の
規
定
に
よ
り
、取
引
及
び
証

明
に
使
用
し
て
い
る
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

▽
阿
仁
地
区　
６
月
23
日（
火
）　

　
時
間　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

　
会
場　
阿
仁
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

▽
森
吉
地
区　
６
月
24
日（
水
）

　
時
間　
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

　
会
場　
森
吉
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

▽
合
川
地
区　
６
月
24
日（
水
）

　
時
間　
14
時
〜
16
時

　
会
場　
合
川
体
育
館

▽
鷹
巣
地
区　
６
月
25
日（
木
）

　
時
間　
10
時
〜
15
時
30
分

　
会
場　
鷹
巣
体
育
館

【
当
日
持
参
す
る
も
の
】

　
は
か
り
、
手
数
料（
現
金
）

※
こ
の
検
査
を
受
け
な
い
場
合
、
50
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

 

商
工
観
光
課
商
工
労
働
係

☎
72‐
３
１
１
２

正規雇用の創出を図ります

　市内で法人格を有する事業者で、新たに正規雇用
者を雇用し、前年度末の正規雇用者数を超えた場合
に雇用促進交付金を交付します。
　≪交付額≫　当該する正規雇用者１人につき
　　　　　　　年額 10万円を３年間
事業所の設備整備を支援します

　ふるさと融資制度は、事業者が工場の新設・増設
等を金融機関等からの借入により実施する場合、借
入金総額の最大 45％まで無利子融資をする制度で、
27年度から適用基準を変更しました。
　≪雇用要件≫　５人以上 ⇒ １人以上
　≪投資額要件≫　2500万円以上 ⇒ 1000万円以上
起業する事業者を応援します

　新たに起業する事業者に事業拠点費及び人件費を
助成します。
　≪助成額≫　最大 75万円
※秋田県で実施している起業支援補助金（最大150
万円）と併せて実施することも可能です。
資格取得を支援します

　定住促進及び安定した就労支援のため、北秋田市
就業資格取得支援助成金の対象者を拡大します。
≪補助率≫　２分の１以内（上限10万円）
≪対象者≫　求職者のみ ⇒ ①求職者／②学生／
③従業員の資格取得費用を負担した事業主

　大学卒一般行政　
【受験資格】　①昭和61年４月２日から平成６年４月
１日までに生まれた者／②平成６年４月２日以降に生
まれた者で、大学卒又は平成28年３月卒業見込みの者
【住所要件】　採用後、北秋田市に居住できる方
【採用予定】　３人から５人程度
　土木技師　
【受験資格】　昭和 61 年４月２日以降に生まれた大
学卒又は平成28年３月卒業見込みの者で、土木課
程を修めた者又は修める見込みの者
【住所要件】　採用後、北秋田市に居住できる方
【採用予定】　１人
　建築士
【受験資格】　昭和 55 年４月２日以降に生まれた者
で、１級建築士又は２級建築士の資格を有する者
【住所要件】　採用後、北秋田市に居住できる方
【採用予定】　１人

≪一次試験日程≫
期日　７月26日（日）／試験会場　秋田県市町村会館
問題形式　【教養試験】５肢択一式（40題・２時間）
≪受験申込書・申込用紙配布≫
配布期間　６月１日（月）～６月30日（火）
受付期間　６月10日（水）～６月30日（火）
　　　　　平日　午前８時 30分～午後５時
　　　　　※郵送での申込みは６月30日（火）必着
配布・受付場所　北秋田市役所総務部総務課
◇申込用紙を郵送で請求する場合◇
　封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求（○○）」
と朱書きし、簡易書留で郵送してください。また、
郵送宛先を明記して、140 円切手を貼った返信用封
筒（Ａ４サイズ）を同封してください。
※（○○）には、試験区分を記入してください。
高校卒一般行政及び消防吏員については、別途
募集の告知をします。

≪お問い合わせ先≫　〒018-3392 北秋田市花園町 19-1　北秋田市総務課総務係 ☎0186-62-1111

北秋田市 商工振興関係制度
　市では、平成 27年４月１日から定住促進対策の一環として、次の商工振興関係制度を実施しています。

事業所誘致サポーターを募集します

　市内に幅広い業種の事業所を誘致し、多様な職種
の雇用拡大を図るため、事業所誘致に対する情報提
供及び事業所との橋渡しを行っていただける方（サ
ポーター）を募集します。なお、誘致が成功した場
合は、サポーターに対して成功報酬を支払います。
　≪成功報酬≫　５万円～ 100 万円
空き店舗を所有の方は登録をお願いします

　この制度は、空き店舗等（店舗、工場、事務所）
を活用して起業・事業拡大をお考えの方に情報提供
を行うものです。
　空き店舗等を所有する方は、是非お問い合わせく
ださい。
空き店舗の利活用を促進します

　空き店舗等で新たに開業する方や店舗の継承をす
る方に、賃借料の補助をします。
　≪補助率≫　２分の１以内
【上限】　１㎡あたり2000円、月額４万円
【補助の条件】
▽集客性があり、中心市街地のにぎわい創出に資す
る事業であること。
▽原則１階部分が店舗であること。
▽週４日以上、概ね正午前から午後６時以降まで営
業する店舗であること。

【お問い合わせ】
商工観光課商工労働係 ☎72‐3112

　雇用促進交付金制度　雇用促進交付金制度

　ふるさと融資制度　ふるさと融資制度

　起業支援事業（起業支援補助金）制度　起業支援事業（起業支援補助金）制度

　資格取得支援助成金　資格取得支援助成金

　働く場づくりサポーター制度　働く場づくりサポーター制度

　空き店舗情報登録制度　空き店舗情報登録制度

　空き店舗等利活用事業　空き店舗等利活用事業

（大学卒一般行政／土木技師／建築士）（大学卒一般行政／土木技師／建築士）

問問

申
問

問　
　
の
納
期
限

市
県
民
税

税

６
月

30
日

第
１
期

※

自
動
車
税
の
納
期
限
も
６
月
30
日
で
す
。

　
忘
れ
ず
に
金
融
機
関
又
は
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。


